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１．地方一般財源総額と地方交付税総額の確保等 
２．地方創生の実現に向けた財源の充実 
３．社会保障の基盤づくり  
４．国民健康保険制度の充実強化 
５．介護保険者に対する財政的インセンティブの付与の在り方 
６．教職員定数の充実と学校施設整備のための予算の確保 
７．防災・減災対策の推進 





１．地方一般財源総額と地方交付税総額の確保等 

●地方の基金増加をもって地方財政に余裕があるかのような議論は、断じて容認できない。 

●都市自治体は、独自に財政支出の削減に努めながら、不測の事態による税収減や災害への 

  対応に備えるため、各々の判断に基づいて基金を積立。 

●地方の基金残高の増加を理由とした短絡的な地方財源の削減は認められない。 

●地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額及び地方交付税総額を確保。 

●恒常的な地方交付税の財源不足は、臨時財政対策債によることなく、地方交付税法定率の  
  引上げを含めた抜本的な改革が必要。 

骨太の方針2015(抄) (H27.6閣議決定) 

 地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を
合わせつつ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必
要となる一般財源の総額について、2018年度(平成30年度)まで
において、2015年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質
的に同水準を確保する。 

平成30年度地方財政収支見通し(仮試算) 
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総務大臣提出資料（H29.11.16経済財政諮問会議） 

今後の方向性 
 

 ○地方団体は、行革努力を行いつつ、様々な地域の実情を踏まえて、基 
       金を積み立てており、基金残高を理由に、地方財源を削減することは 
       妥当ではない。 
 

 ○基金の調査結果を踏まえ、以下の対応を推進。 
  ◆地方の将来不安を取り除くためには、本来的には、法定率の引上げ 
           などによる地方税財源の安定化が望ましい。 
  ◆不交付団体の増加額が全体の１／３を占めており、偏在性が小さく、 
           税収が安定的な地方税体系を構築。 
  ◆交付団体においても、老朽化対策など真に必要な事業は、適宜、適 
           切に実施していける環境を整備。 
 

 ○地方における行政サービス改革を推進するとともに、重要課題に適切 
        に対応しつつ、内政を安定的に運営していくため、一般財源総額の確 
        保をはじめ、地方の安定的な税財政基盤を確保。 



２．地方創生の実現に向けた財源の充実 

●地方創生の実現のためには、地域の実情に応じた息の長い取組が必要。 

●まち・ひと・しごと創生事業費（１兆円）の拡充・継続が不可欠。 

●その算定に当たっては、努力しても成果の出にくい過疎地など条件不利地域や財政力の弱 

  い団体に対する.配慮が必要。 

●地方創生推進交付金の総額確保はもちろん、成果ある地方創生が実現できるよう、要件の緩 

  和など弾力的な運用を図るべき。 

H29地財計画（まち・ひと・しごと創生事業費の確保） 地方創生推進交付金 
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平成29年度普通交付税の算定 

「まち・ひと・しごと創生事業費」に係る算定 
 条件不利地域等への配慮 
   ・過疎地域自立促進特別措置法等の条件不利地域に係 
     る法律の対象となっている地方団体等における算定額の 
      割増。 
    ・人口増減率等の指標について、政令市及び中核市、都 
      市、町村ごとに改善度合を比較することで成果を反映。 

  地方公共団体が自主性・主体性を最大限発揮して地方
創生に取り組み、地域の実情に応じたきめ細かな施策を可
能にする観点から平成27 年度に創設された「まち・ひと・し
ごと創生事業」について、平成29 年度においても引き続き
１兆円を確保 



３．社会保障の基盤づくり  

●少子高齢化という最大の壁に立ち向うため、生産性革命と人づくり革命 
 を車の両輪として、2020年に向けて取り組んでいく。 
●「人づくり革命」は長期的な課題であるが、2020年度までの間に、これま 
 での制度や慣行にとらわれない新しい仕組みづくりに向けた基礎を築く。   

新しい経済政策パッケージ（H29.12.8 閣議決定） 
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子ども・子育て支援の「量的拡充」と「質の向上」項目 

●「社会保障・税一体改革」の実現に向け、平成31年10月に消費税率10％へ確実に引上げ。 

●既に地方が取り組んでいる子ども・子育て等の施策推進に支障が生じることのないよう、消費 
   税・地方消費税率が引き上げられるまでの間においても、必要な財源を確保。 
●新しい経済政策パッケージについては、地方行財政に大きく関わるものであることから、具体 

   化に当たっては地方と十分協議するとともに、地方において必要となる安定的な財源を国の 

  責任により確保。 

●子ども・子育て支援新制度の完全実施に必要な１兆円超の財源を確保。 



４．国民健康保険制度の充実強化 

●国保制度改革の実施に当たっては、社会保障制度改革推進本部決定(H28.12.22)により確約
した財政支援について、国の責任において確実に実施。 

●子どもの医療費助成等に係る国保の国庫負担減額調整措置を全面的に廃止。 

●国の責任において、子どもを対象とした全国一律の医療費助成制度を創設。 

国民健康保険における財政支援について 
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乳幼児等医療費助成制度 



５．介護保険者に対する財政的インセンティブの付与の在り方 
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●調整交付金は、介護給付を支える根幹の財源であり、インセンティブ指標による配分は制度 
   の本旨に馴染まない。 
●調整交付金が一方的に削られた場合、保険料の上昇を招き、第１号被保険者の負担が増加。 

●インセンティブ指標によっては、現場でサービスの切り捨て競争を招きかねない。 
●インセンティブ指標による配分は、具体的に適切な取組を促す指標に限定した上で、法定さ 
   れた新たな交付金によって実施すべき。 



６．教職員定数の充実と学校施設整備のための予算の確保 
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●教育現場では、障害、いじめ・不登校、教育格差、外国人児童生徒等、特別な配慮を必要と 
   する児童生徒が著しく増加しており、課題が複雑かつ困難化。 
●地域の実情に応じた教職員配置が計画的に行えるよう、標準法の改正と財源確保が必要。 
●築40年以上で改修を要する公立小中学校は全体の２割強。今後更新時期が一斉に到来。 
●公立小中学校施設の新増築・老朽化対策、耐震化、空調設備・トイレ等の整備を計画的に推 
  進できるよう、必要な財源の確保と財政措置の拡充が必要。  

特別な配慮を必要とする児童生徒数の推移 



７．防災・減災対策の推進 

●国民の生命・財産を守るため、社会資本整備に係る十分な予算が必要。 
●地方において計画的に対策に取り組めるよう、緊急防災・減災事業債など、国土強靭化と防 
   災・減災対策を加速するための財源を十分に確保。 
●災害時の対応拠点となる庁舎等の建替や耐震補強のための財源を充実。 

社会資本の老朽化の現状 

市町村役場機能緊急保全事業 
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〈対象事業〉 
 昭和56年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未
実施の市町村の本庁舎の建替え事業等 
 

〈充当率等〉 

 充当率：９０％（交付税措置対象分７５％）、 
  交付税算入率：３０％ 
   ※地方債の充当残については、基金の活用が基本 
 

 ※個別施設計画に基づく事業であって、建替え後の庁舎 
       を業務継続計画に位置付けるものが対象   

緊急防災・減災事業債 

 地方公共団体が引き続き喫緊の課題である防災・減
災対策に取り組んでいけるよう、対象事業を拡充した
上で、東日本大震災に係る復興・創生期間である平成
３２年度まで継続することとし、平成２９年度は５,０００
億円を計上 


